
第 2期医薬安全性研究会会則（第 5 改訂） 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 

この会は，第 2 期医薬安全性研究会（英文名 Japanese Society for Biopharmaceutical 

Statistics，以下研究会）という． 

 

（目的） 

第２条 

この会は，医薬品の研究開発に関連する統計学的諸問題に対して，give and takeをモット

ーとした意見交換の場を広く提供し，専門家と実務家がフランクに協力し，より現場に即

した問題解決の方向性を探求することによって，医薬品等の研究開発の健全な発展に寄与

することを目的とする． 

 

（会員） 

第３条 

この会の会員は，次の者とする． 

（1）一般会員： 

研究会の目的に賛同して入会を希望した個人で，運営グループの承認を受けた者． 

（2）特別会員： 

統計などで指導的な役割を果たす会員で，運営グループ会の推薦を受け，総会で議決され

た者． 

（3）賛助会員： 

本研究会の事業を援助する法人で，運営グループの承認を受け，代表連絡者の個人名で会

員登録された者． 

 

（入会） 

第４条 

会員になろうとする者は，ホームページにおいて会員登録を行い，運営グループ会の承認

を得なければならない． 

 

（会費） 

第５条 

会員は，別途定める年会費を納入しなければならない． 

２．特別会員は，年会費を納めることを要しない． 



３．既納の年会費はいかなる事由があっても返還しない． 

 

（退会） 

第６条 

会員は電子メールなどにより退会届を提出することとし，未納会費がある場合には納入す

ることとする．未納会費いがないことができた時点では退会処理を行う．また，退会処理

後に当該会員に退会承認した旨を電子メールで連絡する． 

なお，以下の場合についても退会として扱い，会費の請求は行わない． 

（1）死亡若しくは失跡宣告を受けた者． 

（2）会員情報の連絡先の変更が行われず，連絡がつかなくなった者． 

 

２．会員が次の各項のいずれかに該当する場合は運営グループ会の審議を経て，これを除

名することができる．なお，特別会員の除名については，総会での承認後実行されるもの

とする．また，未納分の会費についての請求権は除名後も保有し，請求書を発行するもの

する． 

（1）本会の名誉を著しく傷付けた者． 

（2）会費を 2年以上納入しない者． 

 

 

第２章 事業 

（事業） 

第７条 

この会は，第２条の目的を達成するために次の事業を行う． 

（1）統計に関連するホームページや E-mailなどを用いた討論 

（2）年 1回以上の定例会． 

（3）随時開かれるテーマ別のグループ会． 

（4）ホームページを用いたグループ会など会員の研究成果の発表． 

（5）その他研究会の目的を達成するために必要な事業． 

 

 

第３章 運営 

（役員） 

第８条 

この会には，次の役員を置く． 

（1）会長 1名，副会長 1名．会長は，会を代表し，会計，活動結果の公表などに最終責任

を有する． 



副会長は，会長を補佐すると共に，会長に事故があるとき，又は会長が欠けた場合にその

職務を代理し，又はその職務を行う． 

（2）運営グループ員若干名．  

（3）監査役２名．監査役は，本会の財務状況や業務の執行を監査し，不正の事実を発見し

たときは，これを会長，運営グループ会又は総会に報告する． 

そのために運営グループ会又は総会を招集する． 

 

（運営グループ） 

第９条 

この会に運営グループを置く． 

２．運営グループ長を置く． 

３．運営グループは，本会の事務処理ならびにセミナー開催などの支援活動を行う． 

４．副会長は運営グループ長を兼任する． 

５．運営グループ長が必要と認めた時に，運営グループ会を開催する． 

６．運営グループは，本研究会が行う事業を遂行するため，編集企画グループ，テーマ別

のグループの構成員を承認する．なお，承認は運営グループ会あるいは電子メールにより

行う． 

７．各グループのグループ長またはグループ長が指名するグループ員は運営グループ員に

なる． 

 

（役員の選任および任期） 

第１０条 

運営グループ員は会員の自他薦による候補者を運営グループ会に諮り，総会にて承認を受

ける．但し，第 9条 7項のメンバーは総会承認を必要としない． 

２．会長，副会長，運営グループ員および監査役の任期は２年とし，再任を妨げない． 

３．運営グループ員は互選により運営グループ長を選出する． 

４．会長および監査役は総会で立候補を受け付けて会員の中から選出する． 

 

（編集企画グループ） 

第１１条 

編集企画グループは，研究会の活動のためのホームページの維持管理，会の企画，運営お

よび成果のとりまとめを行う． 

２．編集企画グループの構成員は若干名とする． 

３．構成員は会員の自他薦による候補者を募り，運営グループ会にて承認される． 

４．編集企画グループは，構成員の互選によりグループ長を選任する． 

５．構成員の任期は２年とし，再任を妨げない． 



 

（テーマ別グループ） 

第１２条 

テーマ別グループは，各種の研究テーマに対して，会員の要請により設立する．なお，他

の研究会や学会からの要請による共同研究の際は，情報・データ交換のため，当該研究会

や学会の関係者が会員として参加する． 

２．構成員は，会員の中から研究テーマについての参加者を募り，運営グループ会にて承

認される． 

３．各グループは，構成員の互選によりグループ長を選任する． 

４．テーマ別グループ会は，定例会での発表を行ない，その成果は会のホームページにて

公表する． 

５．活動期間は，研究テーマの成果を公表するまでとする．途中で中止する場合は，運営

グループに連絡し，中止の承認を受ける．なお，成果の公表後も研究を継続する場合は，

新たにグループを立ち上げる事とするが，成果の状況に応じ延長を認める． 

 

（総会） 

第１３条 

総会は，最高の決議機関であって，年１回以上開催し，次の事項を議決する． 

（1）会長，監査役および運営グループ員を，出席者の 1/2以上の承認により選任する． 

（2）事業報告及び決算報告． 

（3）事業計画及び予算の承認． 

（4）会則の改正に関する事項． 

（5）その他，本研究会の運営に関する重要な事項． 

 

（経費） 

第１４条 

この会の運営に係わるホームページの維持管理，総会開催の経費などまかなうために，次

の会費を徴収する． 

（1）一般会員の年会費． 

（2）賛助会員の年会費． 

（3）その他の収入． 

２．本研究会の事業遂行に要する経費として，一般会員から年会費として 5,000 円を徴収

する． 

３．本研究会の事業を援助する賛助会員から，年会費として１口 30,000円を徴収する． 

 

（決算及び監査） 



第１５条 

この会の会計は，会計年度終了後できるだけ早い時点に決算し，監査を受けなければなら

ない． 

 

（規約の変更） 

第１６条 

規約の変更は，総会出席者の３分の２以上の同意を得なければならない． 

 

（解散） 

第１７条 

この会の解散は，会員の３分の２以上の同意を得なければならない． 

 

（残余財産の処分） 

第１８条 

この会の解散に伴う残余財産は，本研究会と目的を同じくする団体に寄付するものとする． 

 

（会計年度） 

第１９条 

研究会の会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わる． 

会員は，会計年度毎に第 14条に定める年会費を納入するものとする． 

 

 

補則 

（委任） 

第２０条 

この会則に定めるもののほか，研究会の会務の執行に関し必要な事項は，運営グループ長

が定める． 

 

（事務所） 

第２１条 

この会は、事務局を東京都港区芝 1丁目 12-3 エステムプラザ芝公園 1005号 BioStat研

究所株式会社 に置く． 

 

付則 

１．この規約は，平成 29年 11月 18日の総会承認をもって施行する．なお，運営細則を別

に定める． 
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